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不登校児童生徒の指導要録上の出欠の取り扱いについて 

 

１ 不登校児童生徒に対する支援の基本的な考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指導要録上の出席の扱いの趣旨について 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する法律」 

（平成２９年２月１４日 完全施行） 

「義務教育の段階における普通教育に相当する教育機会の確保等に関する基本方針」 

（平成２９年３月３１日 文部科学省） 

「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」 

（令和元年１０月２５日 文部科学省） 

「（別記１）義務教育段階の不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を

受けている場合の指導要録上の出欠の取り扱いについて」 

（令和元年１０月２５日 文部科学省） 

「（別記２）不登校児童生徒が自宅において ICT 等を活用した学習活動を行った場合の指導要録

上の出欠の取り扱いについて」 

（令和元年１０月２５日 文部科学省） 

「（別紙）指導要録上の出席扱いに係る積極的な対応の留意点」 

（令和元年１０月２５日 文部科学省） 

「（別紙３）民間施設についてのガイドライン（試案）」 

（平成２９年２月１４日 完全施行） 

 不登校児童生徒の支援に際しては、「学校に登校する」という結果のみの目標とするのではな

く、当該児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて社会的に自立することを目指す必要がある。不

登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ、その状況によっては不登校の時期が休養や自分を見つ

めなおす等の積極的な意味をもつことがあることも踏まえ、個々の児童生徒の状況に応じた支援

を行うことが求められる。一方で、学業の遅れや進路選択上の不利益又は社会的自立へのリスク

が存在することに留意する必要があり、児童生徒の資質や能力に応じて、それぞれの可能性を伸

ばせるよう、適応指導教室「フレンドスクール」やフリースクール等の民間施設、ICT を活用し

た学習支援など、様々な関係機関等を活用し社会的自立への支援を行う必要がある。 

 不登校は、取り巻く環境によっては、どの児童生徒にも起こり得るものとして捉え、児童生徒

の最善の利益を最優先に支援を行うことが重要である。 

 不登校児童生徒の中には、先述のように学校外の施設において、相談・指導を受け、社会的な

自立に向け懸命の努力を続けている者や、自宅において ICT 等を活用して学習活動を続けている

者もいる。この取り扱いは、現在、登校を希望しているか否かによらず、そのような児童生徒の

努力を学校が評価し、支援するため、一定の要件を満たした上で、校長の判断で指導要録上出席

扱いとすることができる。 
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１ 学校、家庭、公的機関や民間施設等（以降、施設という）との関係について 

【出席扱いの要件】 

（１）学校と家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

（２）学校と施設との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

【出席扱いの判断の目安】 

（１）児童生徒の状況を踏まえ、概ね２週間に１回以上、家庭と連絡をとり状況把握を行う。 

（２）児童生徒のプライバシーにも配慮の上、学校と施設が相互に不登校児童生徒やその家

庭を支援するために必要な情報等を交換するなど、概ね月に１回程度通所の状況につ

いて把握する。 

 

２ 出席扱いとできる施設について 

（１）八潮市の適応指導教室「フレンドスクール」 

（２）不登校児童生徒に対する相談・指導を行うフリースクール等民間施設 

 ※八潮市では、「（別紙３）民間施設についてのガイドライン（試案）」（令和元年１０月２５

日文部科学省）に基づく施設を対象としています。 

【ガイドラインの一部】 

・法人、個人は問わないが、実施者が不登校児童生徒に対する相談・指導等に関し深い理

解と知識又は経験を有し、かつ社会的信望を有していること。 

・不登校児童生徒に対する相談・指導を行うことを主たる目的としている。 

 ・受け入れに当たっては面接を行うなどして、当該児童生徒のタイプや状況の把握を適切

に行われている。 

・指導内容・方法、相談手法及び相談・指導の体制があらかじめ明示されており、かつ現

に児童生徒のタイプや状況に応じた適切な内容の相談や指導が行われている。 

・相談・指導スタッフは児童生徒の教育に深い理解を有するとともに、不登校への支援に

ついて知識・経験をもっている。 

 

【留意点】 

（１）出席簿上の記載については、出席扱いとした日を備考欄に記入すること。 

  （例） 適応指導教室 ７日（２日、９日、１２日、１６日、１９日、２３日、２６日） 

（２）指導要録（指導に関する記録）への記載については、出席日数の内数として出席扱いと

した日数及び児童生徒が通所又は入所した学校外の施設名を記入すること。 

  （例） 適応指導教室への通室７日、フリースクール等の民間施設への通室５日の場合 

「出席の内、適応指導教室７日、〇〇〇（施設名）５日」 

 

 

 

不登校児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を 

受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて 
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１ ＩＣＴ等を活用した学習活動について 

・ＩＣＴ機器を活用し、在籍校の授業を自宅に配信して行う学習（同時双方型授業配信やオ

ンデマンド型授業配信） 

・民間企業が提供するＩＣＴ教材を活用した学習（NHK for school等を含む） 

・パソコンやタブレットで個別学習できるシステムを活用した学習 

 【例】eライブラリや AIドリルなどのＩＣＴ教材を活用した学習 

・学校のプリントや通信教育を活用した学習 

 【例】Googleクラスルームやスクールタクトで課題提示、紙の学習プリント 

 

２ 出席扱いの要件について 

（１）学校と家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

（２）訪問等による対面指導が適切に行われること。 

（３）学習活動は、日本の教育課程に基づく内容であること。 

（４）学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムで

あること。 

（５）学習活動の状況等について十分に把握できること。 

※ ＩＣＴ等を活用した学習活動を出席扱いとするのは、基本的に当該児童生徒が学校外の

公的機関や民間施設において、相談・指導を受けられないような場合に行う学習活動で

あること。 

 

３ 出席扱いの判断の目安について 

（１）学校と家庭との間に十分な連携・協力関係が保たれていること。 

・学校は本人の現在の状況について把握し、具体的な目標を確認している。 

・学校と家庭で週に１回程度の連絡を継続して行うことができる。 

 

（２）訪問等による対面指導が適切に行われること。 

・対面指導は定期的かつ継続的に行われるものであること。 

・児童生徒の状況を踏まえ、概ね２週間に１回以上の対面指導が定期的に行われていること。 

・学校の相談室や家庭への訪問、または直接の対面が困難な場合はオンラインによる相談・

指導も考えられる。 

・対面指導を行う者としては、教員、学校相談員、ＳＣ、ＳＳＷなどとする。 

 

（３）学習活動は、日本の教育課程に基づく内容であること。 

・当該児童生徒の心理状態や発達段階、学習の理解に合わせた内容とし、必ずしも当該学年

の教育課程に限られたものとしない。 

 

 

不登校児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習を行う場合の 

指導要録上の出欠の取扱いについて 
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（４）学習活動は、当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであ

ること。 

・学習活動は、ＩＣＴ（コンピュータやインターネット、遠隔教育システムなど）や郵送、

ＦＡＸなどを活用して提供される学習である。 

・ある程度の中長期的な計画（月や楽器ごと）、または月や週ごとの計画とする。 

・事前に学習活動の内容について、学校と家庭との間で計画し、その学習活動を行ったかど

うかを確認できるようにする。 

 【例】保護者や学校の確認欄のある計画表などを作成し、活動状況の確認を行う。 

 

（５）学習活動の状況等について十分に把握すること。 

・対面指導や成果物の確認の他、e ライブラリや AI ドリル、Google クラスルームやスクー

ルタクトでの学習状況の確認でも行うことができることとする。 

 

４ 学習活動の成果に係る成績評価について 

・すべての教科・観点について観点別学習状況及び評定を記載できない場合でも、自宅における

学習状況を所見欄に文章記述するなど、学習の努力を認め、次年度以降の指導に生かすという

観点から適切な記載を行うこととする。 

・民間業者が提供する教材やインターネット上の学習システムを活用する場合は、当該教材の学

習履歴や学習時間、確認テストの結果などに基づいて評価を行うこととする。 

※ 出席扱いとした場合、必ずその成果を評価に反映しなければいけないわけではないが、「不登

校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について（通知）」を踏まえ、不登校

児童生徒の成績評価が適切に行われるものとする。 

 

５ 留意点について 

（１）不登校児童生徒への支援は、児童生徒が自ら進路を主体的に捉えて、社会的に自立する

ことを目指す必要があり、それを支援することが目的であるため、自宅におけるＩＣＴ

等を活用した学習活動を「出席扱い」とすることにより、不登校が必要な程度を超えて

長期にわたることを助長しないよう留意すること。 

 

（２）基本的に当該児童生徒が学校外の公的機関や民間施設において、相談・指導を受けられ

ないような場合に行う学習活動であること。 

   ※不登校ではない児童生徒を対象としない。 

   ※公的機関や民間施設において相談・指導を受けた場合の出席についてはこの扱いでは

ない。 

 

（３）出席扱いの要件を満たしているかどうかに加え、学習内容や学習時間を踏まえて、学校

長の判断で出席扱いとする。 

 

（４）出席の日数については、保護者の申告や学習成果の確認により、ＩＣＴ等による学習活

動を行ったことが確認できた日数を出席の日数とする。 
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（５）出席簿上の記載については、出席扱いとした日を備考欄に記入すること。 

  （例） ＩＣＴ等学習 ７日（２日、９日、１２日、１６日、１９日、２３日、２６日） 

 

（６）指導要録（指導に関する記録）への記載については、出席日数の内数として出席扱いと

した日数及び児童生徒が自宅においてＩＣＴ等を活用した学習を行った旨を記入すること。 

  （例） 自宅においてＩＣＴ等を活用した学習を行った日が７日の場合 

「出席の内、ＩＣＴ等学習７日」 

 

６ Ｑ＆Ａについて（保護者宛通知からは除く） 

 ① 自宅にいる児童生徒が Google meet等でやりとりのみをした場合の出席扱いとなるか。 

  →学校長の判断とする。 

※出席扱いの要件の（３）や（５）を満たしていないが、学校に登校した児童生徒が、朝

の会のみで早退した場合や放課後に登校した場合の対応と同じとする。 

 

 ② 不登校児童生徒が、自宅で記録の残らない ICT教材（YouTubeなど）を活用した場合の出席扱

いとなるか。 

  →出席扱いとする。 

※ただし、出席扱いの要件の（１）（２）（４）を満たし、（５）の成果物として、ノート

やプリントの確認ができる場合、出席扱いとする。 

  

 ③ 不登校児童生徒の学習状況の確認する際、ノートやプリントなどの場合、いつ行った学習か

が把握できない場合がある。その場合は出席扱いとなるか。 

  →出席扱いとする。 

   ※（４）の計画において、保護者との信頼関係の上での対応となる。 

 

 ④ 遅刻、早退については、どのように記載すればよいか。 

  →記載しない。 

出席簿及び指導要録に「ＩＣＴ等学習」と記載した場合は、「欠席」とならないだけであり、

「一般的な出席（遅刻、早退なし）」と同等にはならないためである。 

 

 ⑤ 不登校児童生徒の定義の中に、３０日以上の欠席とあるが、この通知は、３０日以上の児童 

生徒にのみ適応するのか。 

  →４（２）にあるように、不登校の児童生徒のみ適応となる。また、不登校傾向にある児童生

徒も適応となる。ここでいう「不登校傾向」とは、市で毎月行っている「長期欠席者報告」

に該当するかどうかである。 

  

 ⑥ ４ｔｈにおける出席の理由の記載はできるのか。 

  →記載できる。その場合、備考欄の「その他」にある「ＩＣＴ等学習」を選択する。 


